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はじめに 

 国においても来年度予算における概算要求が出され、今後の予算議会で審議が始まります。その特

徴は、5.6 兆円という防衛予算が突出していることです。アメリカの意のままに、敵基地攻撃能力（反

撃能力）保有のための「１２式地対艦誘導弾」（地発型）や「高速滑空弾」の量産に着手するための予算

やイージス・システム搭載艦の整備費を計上しています。5 年間で GDP 比 2％、約 11 兆円の軍事予

算にしようとしています。一方で、年金を削減し、高齢者医療費の窓口負担の倍化、介護保険制度を

改悪して国民の負担を増加させる議論も進んでいます。 

 今、コロナ禍と物価高騰で国民の暮らしは大変です。岸田政権はこれら国民の困難に目を向けない

無為無策を続けているのが現状であり、市長には市民の立場から国に対して軍事費より暮らし優先の

予算編成を要求するとともに、伊丹市政においては、市民の困難に心を寄せた暮らしを応援する政治

が求められています。 

 以下、2023 年度予算編成にあたっての基本的・重点要望を提案しますので、予算に反映していた

だきますようお願いします。 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策の充実を 

 今年の冬はコロナ感染第 8 波とインフルエンザが同時に流行すると報道されています。党議員団が

行っているアンケートで最も多いのが検査体制の充実と医療体制の拡充です。市民の命と健康を守る

対策が求められます。 

① 国・県と共同で臨時検査センターを複数設置し、「いつでも、誰でも、無料で」検査を受けることが

できるようにすること。また、必要とされる人に検査キットの無料配布を行い、保健所や医療受診に

繋げること。 

② 早期診断・治療のために必要な体制を整え、「自主療養制度」を改めて自己検査で陽性になった

場合も感染者として発生届につなげ、受診調整や食糧支援など療養支援を行うこと。 

③ 「全数把握見直し」については、重症者を見逃し、感染者を拡大することなどにつながることから行

わないことを求めること。 

④ 生活福祉金の新型コロナウイルス特例貸付について、来年の 1 月からこの貸付金の返済が始まり

ます。1 世帯最大 200 万円の返済が待ち受けており、返済時に住民税非課税であれば免除の対象

ですが、生活に余裕がないのに対象外の人もいます。柔軟な対応と対象の拡大が必要と考えます。

また、困りごとの中で特に困っていることとしてあげられている「借金の返済」や「仕事」「税金・公共

料金・携帯代」など、他施策で支援ができるところはただちに支援を求めます。 
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２．思い切った物価高騰対策を 

 ロシアによるウクライナ侵略とアベノミクス経済対策の失政による円安によって物価高騰が続いてい

ます。岸田政権は、大規模な金融緩和などの対策を改め、金利引き上げと何よりも消費税を 5％に引

き下げるなどの対策を急ぐべきです。伊丹市としても、新たな地方創生臨時交付金と財政調整基金等

の活用で生活支援、事業者支援を行うことを求めます。 

① 生活支援や子育て支援等における住民税非課税等の所得基準に対して、アンケートでも不満の声

が出されています。所得基準の大幅な引き上げと低所得者には手厚い支援を行うなど、全市民に対

する対応を求めます。 

② 高齢者・障がい者・幼児教育等の施設への物価高騰支援を行うこと。 

③ 中・小事業者はコロナ禍による事業の疲弊と物価高騰によって大きな打撃を受けています。商工

会議所との連携による事業者訪問で事業者の実態を把握し、家賃支援給付金や固定資産税減免

等の必要な対策と事業者の立場にたったていねいな対応と相談体制を確立することを求めます。ま

た、来年 10 月から始まるインボイス制度は、小規模事業所やフリーランスの廃業を招くとの懸念が

広がっています。国に対して中止を求めること。 

 

３．憲法を生かし、人権を守り、市民が主人公、平和の実現に寄与する伊丹市政を 

 岸田政権は、歴代自公政権以上に憲法改定に執念を燃やしています。とりわけ、ロシアによるウクラ

イナ侵略を契機として、アメリカとの軍事一体化を強めて軍事費を 5 年間で倍化し、「敵基地攻撃能

力」を有することを言明するなど日本を危険な戦争への道に導こうとしています。 

 自衛隊基地を抱える伊丹市として、住民の命と財産を守るために、戦争への暴走を止め、憲法を生

かした市政を進めることが求められています。 

 また、ジェンダー平等社会の実現も重要な課題となっています。 

① 伊丹市政において、あらゆる分野で憲法を生かした市政を進めることを求めます。 

② 軍事費を増額して軍事対軍事による危険な戦争への道を進むことはやめ、憲法 9 条を生かした

平和外交で戦争のない東アジアをつくることに力を尽くすこと、憲法違反の安保関連法＝戦争法の

廃止、憲法 9 条をはじめ憲法を守り生かすことを国に求めること。 

③ 11 月 10 日（木）から 19 日（土）にかけて実施予定の「令和 4 年度日米共同統合演習（実働演

習）「Keen Sword23」は、「グレーゾーン事態から武力攻撃事態等における自衛隊の運用要領及

び日米共同対処要領を演習し、自衛隊の即応性及び日米の相互運用性の向上を図る」（防衛省）と

されているとおり、台湾有事などで中国と戦争になった際、米軍が南西諸島に分散展開し、そこに臨

時の軍事拠点を置いて情報収集や対艦攻撃、電子戦などの作戦を行うものとなります。米軍との軍

事一体化を進める日本政府は、こうした米軍の作戦に全国の自衛隊を動員しようとするものです。

台湾有事で米軍が南西諸島の島々から中国軍を攻撃すれば、中国軍も当然反撃し、そのことで南

西諸島（日本）が戦場になることが想定されます。 

伊丹市においては、陸上自衛隊中部方面総監部のある伊丹駐屯地で「基地警部訓練」を行うとさ

れ、第 36 普通科連隊と航空自衛隊第 4 高射群が共同で PAC３に関する訓練を行う計画です。ペ

トリオット PAC3 ミサイルの配備は、日本に向かう航空機を打ち落とすために導入されたもので、ア

メリカの「ミサイル防衛計画」とセットで打ち出されたものです。現在は北朝鮮からの弾道ミサイルが

対象とされていますが、元々防衛的なものではなくアメリカの先制攻撃体制を確保するための装備

であり、伊丹駐屯地が相手国からの攻撃の的となりうる危険な訓練と言えます。市街地における危
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険な戦争訓練を中止することを国に強く求めること。 

④ 核兵器禁止条約は、署名国 91 か国、批准国 68 か国となり、今年開催された核兵器禁止条約の

初の締約国会議は、核兵器の非人道性を再確認し、核兵器に依存した安全保障を批判し、条約へ

の参加促進や核兵器の被害者支援など、条約の内容を実現する方策を盛り込んだ「ウィーン宣言」

と「ウィーン行動計画」を採択して閉会しました。会議には北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）参加国等米

国の同盟国も含め３４カ国がオブザーバーとして出席しましたが、唯一の戦争被爆国である日本が

オブザーバー参加すらしなかったことは、大きな失望と批判をよびました。国に対して早急に署名と

批准をすることを国に求めること。 

   伊丹市としても、日本政府が核兵器禁止条約を批准することを求める署名を推進するとともに、

積極的に原爆の実相を伝える平和施策を進めることを求めます。 

⑤ 伊丹空港において、極めて危険な米軍機オスプレイの緊急着陸が行われましたが、今後一切、伊

丹空港の軍事利用はやめることを国に求めること。 

⑥ 自衛隊への電子データによる個人情報の提供はやめることを求めます。必要と考えるならば、個人

情報保護条例に基づき、専門的知見を踏まえた意見を明らかにするとともに、自衛隊への住基 4 情

報の提供に対して「除外申し出制度」をつくることを求めます。 

⑦ ジェンダー平等社会を実現する観点から、すべての人が社会、経済活動に生き生きと参加できる

当然の権利を保障するため、行政のあらゆる部面でジェンダー平等の視点を貫くことを求めます。

国に対して選択的夫婦別姓制度の実現を求めること。 

⑧ パートナーシップ宣誓制度に基づき、相談窓口の充実、啓発パンフの普及など性的マイノリティの

人権を守る施策を強化することを求めます。 

⑨ 「差別を許さない都市宣言」の廃止等すべての同和行政・教育を終了すること。「同和問題」に関す

る市民意識調査はやめることを求めます。 

 

４．福祉・医療の充実、市民の暮らしを守る対策を 

 2021 年国民生活基礎調査では、生活意識について、全世帯で「苦しい」と感じている世帯が

53.1％、「子どものいる世帯」で「苦しい」とする世帯が 59.2％を占めていました。また、国税庁の

2021 年民間給与実態調査では、年収 200 万円以下のワーキングプアは 1126 万人で、10 年連続

1000 万人を超えています。実質賃金は数年間下がり続け、物価高騰が拍車をかけています。特に高

齢者、子育て世帯、障がい者世帯等への影響が大きく、思い切った対策が求められます。 

① 高齢者世帯にとっては、マクロ経済スライド制を廃止して年金を引き上げ、後期高齢者医療の窓

口負担を 1 割に戻すことを求めること。伊丹市としても、低年金世帯への財政的支援を行うこと。 

② 国は介護保険制度の大改悪を計画しています。社会保障審議会の部会に提案された内容は、サ

ービス利用料の 2～3 割負担の対象拡大、要介護 1，2 の保険給付外し、ケアプランの有料化、保

険料の納付年齢の引き上げと利用年齢の引き下げ等です。これら国民にとって耐えがたい負担増と

給付減を押し付けるものであり、国に対して中止を求めるとともに、介護保険における国庫負担を

思い切って増額し、誰でも安心して介護を受けることができる体制と、保険料の軽減を求めること。 

③ 国民健康保険税を引き下げるため、国にさらに 1 兆円の公的負担を求め、均等割り・平等割の廃

止で協会けんぽ並みの保険税にすることを国に求めること。本年度から就学前の子どもの均等割り

が半額にされたが、市独自に少子化対策として財政支援を行い、子どもの均等割りをなくすことを

求めます。 
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④ 子どもの医療費は所得制限なしで高校卒業まで無料にすることを求めます。 

⑤ 国に対して、生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利用できる制度にするととも

に、生活保護削減を復元し、支援水準を生存権保障にふさわしく引き上げることを求めること。ま

た、冬季加算の増額と夏季加算の新設を求めること。大学生・専門学生も生活保護を受けることが

できるように国に求めること。生活保護へのスティグマを解消するため、伊丹市としても「生活保護

は権利です」というアピールをすること、そのために公共施設等にそのポスターを貼りだすことを求

めます。また、「扶養紹介」に関して、生活保護の申請者が扶養照会を拒んだ場合、その理由につい

て「特に丁寧に聞き取りを行い」、照会をしなくてもよい場合にあたるかどうかを検討すること、扶養

照会を実施するのは「扶養義務の履行が期待できる」と判断される者に限るという新たな対応方針

に基づくことを求めます。車の保有に関しては、保護世帯の実情を踏まえて柔軟に対応することを求

めます。 

⑥ 伊丹市として、年度途中の待機児童と詰め込み保育を解消するため、さらに認可保育所を増設す

ることを求めます。また、2 号認定こどもの副食費実費徴収をやめるよう国に求めること。 

⑦ 国に対して補聴器購入補助制度をつくることを求めるとともに、伊丹市として助成することを求め

ます。また、ヒアリングループを公共施設に備え活用を図ることを求めます。 

⑧ 障がい者に対する医療費助成制度において、身体障がいの場合は 3，4 級、療育手帳の場合は B

（１）、精神障がいの場合は 2 級まで対象を拡大することを求めます。 

⑨ 兵庫県後期高齢者医療広域連合に対し、県の補助を行うとともに、基金の活用で保険料を引き下

げること、保険料及び一部負担金の減免制度を周知することを求めること。 

 

５．すべての子どもの成長発展を支える豊かな教育環境を 

 教育は子ども一人ひとりの成長と発展のためにあり、子どもの権利です。家庭の経済力に関わらず、

すべての子どもに豊かな教育環境を確立することが求められます。また、コロナ禍における学校と家庭

での生活の変化等でストレスが溜まっている可能性があり、十分な配慮が求められます。 

① 少人数学級では、35 人学級が毎年 1 学年ずつ実施されていますが、一気に実現するとともに、中

学校においても同様の少人数学級の実現を求めます。また、国に対して小・中学校の 30 人学級実

現を求めること。 

② 「全国学力テスト」への参加と市独自の「学力テスト」を中止することを求めます。 

③ コロナ禍や社会・家庭環境による困難な子どもへの対策として、スクールソーシャルワーカー、スク

ールカウンセラーのさらなる増員で、児童・生徒と家庭を支援するとともに、介助員の増員で障がい

児の教育を受ける権利を保障することを求めます。 

④ 教育のあらゆる部門で子どもの権利を守ることを宣言し、実行ある施策を推進するとともに子ども

の権利擁護のためにも子どもの権利条例を制定することを求めます。また、子ども向けの子どもの

権利条約パンフレットを作成されましたが、子ども同士、家庭において子どもの権利条約が話し合わ

れる環境をつくり、絶えず充実されることを求めます。 

⑤ 幼児教育の推進に関しては 2018 年 1 月の文教福祉常任委員会における付帯決議を順守するこ

と、公立幼稚園、認定こども園における 3 歳児の定員を増員して全員入園を実現するとともに、4、

5 歳児において単学級にならざるを得ない状況を打開することをもとめます。 

⑥ 大学・短大・専門学校の学費をすみやかに半額に引き下げ、高等学校、高等教育の無償化をめざ

すとともに、入学金制度をなくすよう国に求めること。 
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⑦ 学校給食を無償化すること、就学援助制度の充実を求めます。 

 

６．中小企業・零細業者への支援を強め、人間らしく暮らせる地域社会と住みよい住環境を 

中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲

章)する存在です。また、働く人の 3 人に 2 人が働いている雇用の担い手でもあります。これら中小企

業、業者、商店、農業者に支援を強化することは住みよいまちづくりに欠かせません。特に、コロナ禍と

物価高騰で経営基盤が脆弱となっている中小企業・業者に対する支援が必要です。 

① コロナ対応の緊急借入で積みあがった中小企業の債務をどう解決するかが大きな問題になってお

り、コロナ対応借入分の軽減・免除する仕組みをつくることを求めます。 

② 文化・芸術関係者に対して、新たなイベントへの支援にとどめず、「場と担い手」への支援を行うとと

もに、国費を数千億円単位で支出して「文化芸術復興創造基金」を抜本的に強化することを国に求

めること。アイホールは演劇ホールとして存続することを求めます。 

③ 「中小企業振興条例」「農業振興条例」の制定で、地域循環型経済の仕組みをつくることを求めま

す。 

④ 大型小売店の相次ぐ出店で地域の商店が廃業に追い込まれています。中心市街地だけではなく、

空き店舗対策、家賃補助等によって市内周辺の商店も守る手立てをとることを求めます。 

⑤ 個人事業主における国保税や市民税、固定資産税などの滞納処分については、事業の存続や生

活の状況をていねいに聞き取り、積極的に納税緩和措置を活用することとともに、場合によっては、

税の執行停止を行うことを求めます。 

⑥ 市営住宅は戸数を減らすのではなく、必要な個数を維持し、旧耐震住宅は順次建て替えを行い、

バリアフリー化された住みよい住環境を提供することを求めます。また、住民からの修繕要求には積

極的に対応することを求めます。また、エレベーターの設置を求めます。 

⑦ 大企業への優遇税制の廃止・縮小や所得税・住民税の最高税率を引き上げるなど、大企業と富裕

層に応分の税負担を求め、消費税を 5％に減税するよう国に求めること。政府が導入を予定してい

るインボイス制度は、零細業者やフリーランスに納税義務を広げ、負担と格差をさらに拡大するもの

であり、ただちに中止することを国に求めること。 

 

７．自然災害から市民の命を守るとともに、環境を守り、安心・安全の伊丹市を 

地球温暖化の影響で台風、豪雨など自然災害が相次ぐとともに、南海・東南海地震もいつ起こるか

わからない状況にあり、災害や事故から市民の命と暮らしを守る政治が求められています。特に気候

危機を打開するための積極的な対策が必要となっています。 

① 気候変動危機に対応するために、国に対して原発ゼロ、石炭火力発電所ゼロ、2030 年までに 10

年比で 50～60％削減、2050 年にはカーボンゼロの計画を策定することを求めるとともに、伊丹

市としてもカーボンゼロ宣言を行い、この目標に見合う野心的な取り組みを求めます。 

② 災害の発生に備え、市民の防災意識啓発に努めるとともに、感染が広がる中での避難対策に関し

ては、避難所におけるきめ細かな対応（発熱、障がい者、高齢者等）や地域における要支援者の避難

誘導等を含めた地域ごとの「防災まちづくり計画」を推進するための支援を行うことを求めます。体

育館に空調施設整備など避難所の改善を図ることを求めます。 

③ 航空機に係る環境基準達成には程遠い状況にあることから、大阪空港における国際便就航を求

めることはやめること。環境基準達成に向けた不断の努力で目に見える効果を上げることを求めま
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す。 

④ 市内 1，2 級河川の浚渫等豪雨対策を国・県に要望すること。 

 

８．「住民の福祉の増進」(地方自治法)に必要な財源を国に求め、伊丹市が主体となって市民の暮ら

しを守る伊丹市を 

 新型コロナウイルス感染症と物価高騰の影響によって市民の暮らしが困難になっています。市民の

暮らしと中小零細事業者の営業を守るためには、地方自治体の固有の財源である地方交付税の増額

が必要です。一方、岸田政権は年金引下げや生活保護費引き下げ、高齢者の医療費の倍化を行い、

今後は介護保険での保険料引き上げと給付の削減を狙っています。 

 このような政治に反対し、「住民の福祉の増進」(地方自治法)に必要な財源を国に求め、伊丹市が主

体となって市民の暮らしを守る市政を行うことが求められています。 

① 地方交付税においては、真に必要な地方財源が確保できるようにするとともに、コロナ感染対策と

物価高騰対策に必要な財源を確保することを国に求めること。 

② 集約化を進めようとしている共同利用センターについて、住民の利益に反する統廃合ではなく、住

民合意のもとでの維持・管理・更新への対策を行うことを求めます。 

③ 職員の人事評価の問題では、公共を担う公務員には、全体の奉仕者の立場から、市民の声を聞

き、提供する市民サービスや人権保障のあり方を職場で自由に議論し、提案することができます。そ

のような場に「能力」「業績」などという測ることが困難な尺度で 5 段階評価することは、公務員の労

働意欲の向上や創意工夫の発揮を阻害することにもつながります。今後、「伊丹市人材育成基本方

針」の「人事評価」の項目に「面談重視型人事評価」と明記されていることを踏まえ、5 段階評価はや

めることなどを含めて、職員の力が十分に発揮され、市民福祉の向上に向けて働きやすい職場とさ

れるよう改善を求めます。 

④ 公契約条例を制定し、請負契約や委託事業に関わる労働者が生活できる賃金を保障することを

求めます。 

⑤ 自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進にあたっては、「地方自治の本旨」（憲法第

92 条）に基づき、「住民の福祉の増進を図る」（地方自治法第 1 条の 2）ことを原則とするとともに、

推進にあたってはそれぞれの業務を担当する職員や市民の意見が適切に反映さえる体制を整え、

新たに情報システムを自治体の業務に導入する際には、職員がシステムをチェックでき、市民に行

政責任を果たさせる体制を確保することを求めます。 

⑥ 国はマイナンバーカードに健康保険証や運転免許証、国税、年金などの情報をひも付けしようとし

ています。特にマイナンバーカードの取得が概ね 50％にもかかわらず、健康保険証を廃止しようと

していることは問題です。健康保険証の廃止を中止することを国に求めること。 

相次ぐ個人情報の漏洩が問題となり、多くの国民が個人情報の提供に不安を感じています。国民

監視の強化や個人情報の漏洩につながるマイナンバーカードのひも付けはやめるよう国に求めるこ

と。 

 

 

 

 


